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（１） 海老名市地域福祉計画策定委員会設置要綱

(趣旨) 

第１条 この要綱は、海老名市地域福祉計画策定委員会の設置、組織、運営等に関し、

必要な事項を定める。 

(設置) 

第２条 社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第 107 条(平成 15 年 4 月 1 日施行のものを

いう。)の規定に基づく地域福祉計画の策定のため、また地域福祉に関わる諸課題につ

いて検討するため、海老名市地域福祉計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を

設置する。 

(所掌事項) 

第３条 策定委員会の委員は、次に掲げる事項について検討するものとする。 

 (１) 地域福祉の基本理念に関する事項 

 (２) 福祉コミュニティに関する事項 

 (３) 地域福祉計画の策定及び見直しに必要な事項 

(４) 地域福祉計画の進行管理に関する事項 

(組 織) 

第４条 策定委員会の委員は、次に掲げる者で組織し、20 名以内とする。 

(１) 民生委員児童委員 

(２)  自治会役員経験者などの有識者 

(３) 社会福祉協議会の職員 

(４) 関係行政機関の職員 

 (任 期) 

第５条 策定委員会の委員の任期は、３年とする。ただし、再任することができる。 

２ 策定委員会の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長) 

第６条 策定委員会に委員長及び副委員長を１名置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、策定委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務

を代理する。 

(会議) 

第７条 策定委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員（議長を含む。）の３分の２以上の多数をもって決する。 

(意見の聴取等) 

第８条 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求

め、その説明又は意見を聴くことができる。 

（１）
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(補助者等) 

第９条 障害等により補助が必要な委員については、委員長の許可を得て、補助者を同

席させることができる。ただし、必要最小限の人数とする。 

(会議の公開等) 

第 10 条 会議は、公開で行うことができる。ただし、会議を公開で行うに当たって

は、策定委員会に諮り、第７条第３項の規定に基づいて議題ごとに決定する。 

２ 前項で公開の決定をされた会議は、傍聴することができる。 

３ 策定委員会は、会議録を作成するものとし、その会議録は、公開するものとする。 

(守秘義務) 

第 11 条 策定委員会の委員は、知り得た秘密を漏らしてはならない。 

(事務局) 

第 12 条 策定委員会の事務局は、海老名市保健福祉部福祉政策課に置く。 

２ 事務局職員は、福祉政策課職員があたり、事務局長は、福祉政策課長があたる。 

３ 事務局長は、委員長の指示を受けて、策定委員会の運営にあたるものとする。 

(その他) 

第 13 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、策定委員会が別に定める。た

だし、緊急を要する場合は委員長が定めることができる。 

附 則 

この要綱は、令和元年 11 月１日から施行する。 
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（２） 海老名市地域福祉計画策定委員会 委員名簿              

役 職 氏 名 区 分 

委員長 村井 敏男 民生委員児童委員 

副委員長 柳下 泰介 自治会役員経験者 

委 員 千葉 八重子 民生委員児童委員 

前田 正晴 自治会役員経験者 

中島 敦 社会福祉協議会職員 

大島 みどり 関係行政機関職員 

森川 浩次 関係行政機関職員 

本木 大一 関係行政機関職員 

（２）
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（３） 計画の作成経過                       

日 程 活動内容 概 要 

令和元年
(2019 年)

８月 29日 

から 

９月 13日

市民アンケートの実施
〇地域福祉に関する 

「市民」の意識などを調査

11 月
海老名市社会福祉協議会および 
海老名市民生委員児童委員 
協議会にヒアリング調査

〇地域福祉に関する「海老名市社会福祉協
議会と海老名市民生委員児童委員協議会」
の意見や考え方などを調査

11月 19 日
第１回海老名市地域福祉計画 

策定委員会

〇正副委員長の選出について 
〇海老名市地域福祉計画の趣旨説明 
〇市民アンケート調査結果の報告 
〇基本理念と施策体系の見直しについて

12月 10 日
第２回海老名市地域福祉計画 

策定委員会
〇海老名市地域福祉計画骨子案について

12月 26 日 
から 

１月 24日
パブリックコメントの実施

〇海老名市地域福祉計画素案に関する 

「市民」の意見や要望などを収集
令和２年
(2020 年)

１月 30 日
第３回海老名市地域福祉計画 

策定委員会

〇パブリックコメントの結果報告 

〇計画最終案についての協議

３月 議会議案提出

４月 海老名市地域福祉計画 施行

（３）
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（４） 海老名市地域福祉計画 用語集                    

※用語は五十音順にならんでいます。 

ＮＰＯ（エヌピーオー） 

利潤を目的とせず、社会的な活動を行う民

間組織。特定非営利活動促進法（NPO 法）に

よる認証を受け、法人格を得た団体を NPO

法人（特定非営利法人）と呼ぶ。 

社会福祉協議会 

社会福祉法に基づき、民間の社会福祉活動

を推進することを目的とした営利を目的と

しない民間組織。各種の福祉サービスや相

談活動、ボランティアや市民活動の支援、

共同募金運動への協力など、地域の福祉増

進に関するさまざまな活動を行っている。 

社会福祉法人 

社会福祉事業を行うことを目的として設立

された法人のこと。その高い公益性にかん

がみ、地域の福祉ニーズ等を踏まえつつ、

法人の自主性、創意工夫による地域貢献活

動を行う責務が課されている。 

情報アクセシビリティ 

アクセシビリティ（Accessibility）は「利

用のしやすさ」のことで、高齢者、障がい者

をはじめ、誰もがパソコンや Web ページな

どの情報資源を不自由なく利用できる「ユ

ニバーサルデザイン」の考え方。 

身体障害者手帳

身体障害者福祉法に基づき、同法の別表に

掲げる障害程度に該当すると認定された人

に対して交付される手帳のこと。 

障害者週間

障害者基本法に基づき、国民の間に広く障

害者の福祉についての関心と理解を深める

とともに、障害者が社会、経済、文化その他

あらゆる分野の活動に積極的に参加する意

欲を高めることを目的とした週間（毎年１

２月３日から１２月９日までの１週間。） 

精神障害者保健福祉手帳 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

第 45 条に基づき、精神障がい者が都道府県

知事又は指定都市の市長に申請し、精神障

害の状態にあると認められたときに交付さ

れる手帳のこと。 

成年後見制度 

意思能力に継続的な衰えが認められる人

に、その衰えを補い、権利を守る援助者を

選ぶことで法律的に支援するための制度の

こと。 

セーフティネット 

「安全網」と訳され、網の目のように救済

策を張ることで、全体に対して安全や安心

を提供するための仕組みのこと。すなわち

社会保障の一種である。 

ダブルケア

子育てと老後の介護を同時期に行うこと。

晩婚化や出産年齢の高齢化、少子高齢化、

核家族化などにより、ダブルケアに直面す

るケースが増加傾向にある。 

（４）
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地域共生社会 

「支え手側」と「受け手側」に分かれるので

はなく、地域のあらゆる住民が役割を持ち、

支え合いながら、自分らしく活躍できる地

域コミュニティを育成し、公的な福祉サー

ビスと協働して助け合いながら暮らすこと

のできる社会のこと。 

地域包括支援センター 

介護保険法で定められた機関で、保健師、

社会福祉士、主任ケアマネジャーなどによ

り、介護予防事業や高齢者本人とその家族

に対する相談などを総合的に行う。 

８０５０問題 

８０代の親が５０代の子の生活を支えると

いう問題。若者のひきこもりが長引き親子

とともに高齢化した結果として生じてお

り、介護や貧困で生活が立ち行かない深刻

な事態も生じている。 

避難行動要支援者 

高齢者、障がい者、乳幼児等の特に配慮を

要する人のうち、災害が発生し、または災

害が発生するおそれがある場合に、自ら避

難することが困難で、迅速な避難をするた

めに支援を必要とする人のこと。 

複合的な課題 

高齢者、障がい者、児童、生活困窮者などの

福祉分野ごとの相談支援体制では対応が困

難な、世帯の中で課題が複合化・複雑化し

ているケース、制度の狭間にあるケースな

ど。 

要支援・要介護認定者 

介護保険制度において、介護保険サービス

を受けるために、支援や介護が必要な状態

であることを認定された人のこと。 

療育手帳 

知的障がい児・者を対象に、児童相談所又

は知的障害者更生相談所において知的障害

と判定された障がい者に対して、都道府県

知事又は指定都市市長が交付する手帳のこ

と。 
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